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　現在、教員の 63 歳以後の雇用確保について、学内で検討が行われています。これは、年金支

給年齢が 65 歳に引き上げられることに伴って高年齢者雇用安定法が改正され、65 歳までの雇用

確保が使用者に義務づけられたことによるものです。すでに事務・技術職員については、65 歳

までの再雇用制度が導入されていますが、教員についても、2011 年 4 月までに何らかの措置を

導入しなければなりません。

　法人側は、昨年 10 月に「検討プロジェクト・チーム」（リーダー：折原守理事）による制度

案を提示し（資料１）、各部局の意見を聴取した上で今年 2 月には修正案を提示しました（資

料２、３）。その後も検討は続けられているようですが、現在の修正案の骨子は、定年を延長

するのではなく、63 歳で教員をいったん定年退職させた上で、65 歳まで再雇用するというもの

です。また、53歳以後の早期退職者優遇制度も提案されています。

　職員組合は、法人側制度案を検討するとともに、公開の懇談会や学習会を通して意見交換を

行ってきましたが、このたび、以下のような見解をとりまとめましたので、公表いたします。

教職員の皆さんの活発な議論を呼びかけます。

＜定年延長を実施すべきこと＞

・法人側が提案している再雇用制度案を撤回し、教員の定年年齢を 65 歳まで引き上げることを

要求します。

＜65 歳までの雇用確保の意義＞

・65 歳までの雇用確保は、単に法改正に機械的に対応するための措置であってはなりません。

それは、一方では労働者としての教員の生活と権利を保障し、生きがいとゆとりを持って暮ら

していけるようにするための制度です。また他方では、高齢化社会の中で、東北大学が研究・

教育機能を発展させていけるようにするための制度です。教員の生活と大学の発展という観点

を忘れず、単なるつじつまあわせにしないことが、制度設計の出発点です。

＜再雇用制度ではなく定年延長を選択すべき理由＞

・日本における人口構成の高齢化は、否定できない事実です。この状況の下で、年齢という外

形上の理由で強制退職や大幅な処遇切り下げを行うことは、もはや合理的でなくなりつつあり

ます。

・教員の定年延長は実行可能であり、社会的にも十分説明がつくことです。すでに国立大学の

大半は 65 歳定年となっており、旧帝大では東京大学と九州大学が 65 歳定年を実施済で、京都

大学も定年延長の方針を決めており、その他にも検討を行っている大学があると伝えられてい

ます。再雇用制度は完全な少数派になっています。

・定年を延長せず、処遇水準の低い再雇用制度などにすると、東北大学が優れた人材を確保す

る上での困難が大きくなります。これは現在の年輩者のみの問題ではありません。若手教員が、

将来の東北大での処遇に希望が持てずに早期に転出するという問題も生じるでしょう。



・法人側修正案でも、研究室使用、院生指導、部局の管理運営などについて、再雇用教員が定

年前と変わらずはたらくことを許容しています。これは、仕事の実態については、定年延長と

同じようにするということです。そうであれば、人事制度上も素直に定年延長とすることが自

然であり、再雇用制度はむしろ不自然です。

・定年延長の方が、制度が圧倒的に単純で、公正な運営をしやすいものとなります。再雇用制

度のように、従来と異なる人事制度を増設して、従来の制度と接ぎ木すると、制度の統一がと

れなくなり、運営コストと事務量も大きくなるでしょう。例えば、教員組織においては再雇用

教員が「劣った身分」とみなされ、無意味な蔑視や分断をつくり出すおそれがありますし、事

務組織においては余分な事務作業が発生するでしょう。

＜定年延長の制度設計と財源＞

・定年延長を、従来の処遇水準を切り下げたり、若年層の採用を抑制したりすることなく実施

することが望まれます。そのための適切な制度設計を行い、財源を確保することは役員会の責

任です。

・定年延長に必要な予算については、東北大学役員会が、他の同一課題を抱える大学とも連携

しつつ政府に要求すべきです。法改正に伴う必要な経費は保証されるべきであり、また法人化

前に必要人件費を保証されながら 65 歳定年とした大学との均衡を求めるという意味でも、これ

は自然な要求です。

・学内においても、適切な財務運営によって定年延長の財源確保に努力すべきです。たとえば、

大学本部は毎年教員人件費の 5%（平成 20 年度は約 13 億円）を部局に配分せずに中央枠として

確保していますが（資料４）、その規模や使途には見直す余地があるでしょう。

・また、法人化以後、毎年発生している剰余金が目的積立金として約76億円も積み上がってお

り（平成19年度末）、役員会はこれを主として建物整備に使用する方針を立てています（資料

５）。しかし、もともと剰余金の多くは教員人件費の残に由来するものです（資料６）。必要

な教員数に基づいて配分されている教員人件費が執行されずに剰余金となり、施設整備に転用

されることは、ほんらい適切ではありません。今後、財務管理を見直すことによって、より多

くの教員人件費を執行できるようにすべきです。

　東北大学職員組合は、教職員の間での議論を活発化し、法人側と建設的な交渉を行うことに

よって、教員のライフ・プランを充実させ、東北大学の将来を切りひらく定年制度の改訂に寄

与したいと考えています。

以上

※資料：教職員向け学内専用ページ（会議資料・議事要録）から入手できます。
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/somu/secure/kaigi/
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